
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

六

号

九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
で
の
威
嚇
射
撃
に
お
け
る
事
実
関
係
の
改
ざ
ん
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
で
の
威
嚇
射
撃
に
お
け
る
事
実
関
係
の
改
ざ
ん
に
関
す
る
質
問
主
意
書

九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
で
最
初
に
行
わ
れ
た
威
嚇
射
撃
（
巡
視
船
い
な
さ
が
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
十
四
時
三

十
六
分
に
実
施
し
た
威
嚇
射
撃
）
は
、
事
実
関
係
を
客
観
的
に
示
す
証
拠
は
存
在
し
な
い
が
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
で
行

わ
れ
た
も
の
と
政
府
は
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
政
府
の
主
張
は
、
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
不
審
船
航
跡
図
が
、
最
初
の
威
嚇
射
撃
地
点
を
日
本

と
中
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
線
で
あ
る
日
中
中
間
線
の
中
国
側
手
前
（
日
本
側
の
排
他
的
経
済
水
域
）
に
示
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
縄
野
海
上
保
安
庁
長
官
が
平
成
十
四
年
一
月
十
日
の
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
「
中
間
線
の
手
前
、
私

ど
も
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
停
船
命
令
を
し
、
武
器
使
用
を
開
始
し
、
追
跡
を
開
始
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
海
洋
法
条
約

上
何
ら
問
題
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
（
第
百
五
十
三
回
国
会
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
議
録
第
五
号
（
閉

会
中
審
査
）
二
十
五
頁
）
と
答
弁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
修
正
の
余
地
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
初
の
威
嚇
射
撃
地
点
が
日
本
側
の
排
他
的
経
済
水
域
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
射
撃
の
正
当
性
に
関
わ
る

重
大
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
射
撃
は
「
沿
岸
国
は
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
）
第
七
十
三
条
�
の
規

一



定
に
基
づ
き
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
生
物
資
源
を
探
査
し
、
開
発
し
、
保
存
し
及
び
管
理
す
る
た
め
の
主
権
的
権
利
を

行
使
す
る
に
当
た
り
、
関
係
法
令
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
中
略
）
こ
れ
ら
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
信
号
等
に
よ
る
警
告
を
行
う
等
所
要
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、

合
理
的
な
限
度
で
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
」
（
「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
九
州
南
西
海
域

不
審
船
事
案
へ
の
対
処
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
答
弁
）
）
と
の
解
釈
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
言
い
換
え
る
と
こ
の
射
撃
が
、
中
国
側
の
排
他
的
経
済
水
域
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
実
施
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
政
府
の
責
任
に
お
い
て
以
下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一

海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
不
審
船
航
跡
図
で
示
さ
れ
て
い
る
日
中
中
間
線
を
緯
度
経
度
に
よ
っ
て
明

示
さ
れ
た
い
。

二

海
上
保
安
庁
が
ま
と
め
た
「
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
）
で

は
、
時
系
列
に
お
い
て
十
四
時
三
十
分
に
は
「
不
審
船
は
奄
美
大
島
の
西
北
西
約
�
�
�
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
て
日
中
中
間
線

（
日
本
と
中
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
境
界
線
）
を
通
過
。
」
、
十
四
時
三
十
六
分
に
は
「
巡
視
船
い
な
さ
が
、
射
撃
警
告
の
上
、

二



�
�
ミ
リ
機
関
砲
に
よ
る
威
嚇
射
撃
を
実
施
（
上
空
�
回
、
海
面
�
回
）
。
（
中
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
）
」
と
の
事
実
関
係
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

ま
た
同
文
書
に
掲
載
さ
れ
た
不
審
船
航
跡
図
で
は
、
十
四
時
三
十
六
分
に
実
施
さ
れ
た
最
初
の
威
嚇
射
撃
地
点
は
日
中
中

間
線
を
中
国
側
に
越
え
た
地
点
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

同
文
書
で
示
さ
れ
た
事
実
関
係
は
、
先
の
縄
野
海
上
保
安
庁
長
官
答
弁
や
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
「
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
や
「
不
審
船
航
跡
図
」
と
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
事

実
関
係
の
改
ざ
ん
が
あ
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
説
明
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

右
質
問
す
る
。

三


